
川崎市上下水道局

令和5(2023)年度版



報告書について
■対象期間

令和5（2023）年４月１日 から 令和6（2024）年３月３１日
■対象範囲

水道事業、工業用水道事業及び下水道事業
■参考資料

この報告書は、環境省が公表したガイドライン及び環境会計ガイドラインを参考に作成していま
す。

【注】金額は、原則として消費税抜きで作成しています。
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事業概要
■水道事業

水道事業は、大正10(1921)年に多摩川の
表流水を水源として給水を開始して以来、
市域の拡大、人口の急増、産業活動の進展
等による水需要の増大に伴い数次の拡張事
業を行い、1日75万8,200㎥の給水能力を保
有しています。

■ 給水人口 1,548,226人

■ 給水世帯 778,990世帯

■ 普及率 99.9%

■ 年間配水量 180,294千㎥

■ 1日最大配水量 520,900㎥

（令和5(2023)年7月2日）

■ 年間有収量 168,510千㎥

■ 有収率 93.5％

■ 配水管延長 2,427km

■ 職員数 544人

■ 水道料金収入 242億円

■工業用水道事業
工業用水道事業は、昭和12(1937)年に

わが工業国初の公営工業用水道事業として
給水を開始して以来、重化学工業を中心と
した産業経済の基盤施設として整備・発展
し、給水能力の見直しを経て1日52万㎥の
給水能力を保有しています。

■ 契約会社・工場数 57社77工場

■ 年間契約水量 188,571千㎥

■ 1日最大配水量 130,404千㎥

（令和5(2023)年9月5日）

■ 配水管延長 43km

■ 職員数 75人

■ 水道料金収入 68億円

■下水道事業
下水道事業は、昭和6(1931)年に下水道

の整備を始め、昭和50年代からの積極的な
整備により、人口普及率99.5%、1日86万
4,200㎥の処理能力を保有しています。

■ 処理人口 1,541,588人

■ 水洗化件数 762,063件

■ 普及率 99.5％

■ 年間処理水量 196,299千㎥

うち汚水処理水量 176,168千㎥
うち雨水処理水量 20,131千㎥

■ 年間有収水量 151,396千㎥

■ 有収率 77.1％

■ 下水管延長 3,162km

■ 職員数 414人

■ 下水道使用料収入 219億円
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上下水道事業概要図
■水道事業

区分
水系 種別 水源水量 施設名 給水能力

相模川
表
流
水

422,000㎥/日 長沢浄水場 252,600㎥/日

酒匂川 495,200㎥/日 (企業団※からの水
道用水供給) 505,600㎥/日

相模川 10,400㎥/日

計 927,600㎥/日 758,200㎥/日

■工業用水道事業
区分

水系 種別 水源水量 施設名 給水能力

相模川
表流水

241,000㎥/日 長沢浄水場 235,000㎥/日

多摩川 200,000㎥/日
生田浄水場

195,000㎥/日

地下水 （浅井戸） 50,000㎥/日 50,000㎥/日

水道用水からの給水※ 40,000㎥/日 - 40,000㎥/日

計 531,000㎥/日 520,000㎥/日

■下水道事業

施設名 放流水域 排除・処理方式 処理能力

入江崎水処理センター 東京湾 合流式 318,600㎥/日

加瀬水処理センター 矢上川 合流式
（一部分流式） 168,900㎥/日

等々力水処理センター 多摩川
矢上川 分流式 313,900㎥/日

麻生水処理センター 麻生川 分流式 62,800㎥/日

入江崎総合スラッジセンター - 濃縮・脱水・焼却 120t-ds/日

※企業団︓神奈川県内広域水道企業団

※工業用水の水源としている水道用水であり、
平成22(2010)年度から給水量等の見直しを行っています。

【注】事業概要、上下水道事業概要図及び事業別施設能力における記述については、
令和5(2023)年度末時点の数値を記載しています。
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川崎市の環境施策
川崎市では、環境基本条例に基づき、全国に先駆けて平成6(1994)年に川崎市環境基本計画を策定し、直近では、令和3(2021)年

に改定し、環境行政を総合的かつ計画的に推進しています。
計画では、計画全体の目標となる 「めざすべき環境像」や「3つの基本方針」を明らかにするとともに、これらの実現に向け、

今後10年間に取り組む環境政策の目標や基本的施策を定めています。
また、令和2(2020)年11月に『脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」』を策定し、2050年の脱炭素社会の実現を

目指す取組を始めました。
さらに、令和4(2022)年3月には、川崎市地球温暖化対策推進基本計画を改定し、国を上回る目標として、2030年度までに温室効

果ガスを2013年度比で50％削減を目指すこととしています。
上下水道局では、これらの環境施策との連携・整合を図りながら、環境に配慮した事業運営を行っていきます。
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川崎市環境基本計画
環境基本条例の理念の実現に向け、市の環境行政を総合的
かつ計画的に推進するため策定

＜めざすべき環境像＞

＜基本方針＞

「豊かな未来を創造する地球環境都市かわさきへ」

力強くしなやかで持続可能な都市づくりに取り組む

川崎の潜在力を活かし、グリーンイノベーションの推進を図る

これまで培った「協働の精神」を次の世代へ引き継ぐ

「めざすべき環境像」及び「基本方針」の実現に向
け、環境要素（脱炭素、自然共生、大気や水などの
環境保全、資源循環）ごとに取り組む各施策を実施

川崎市の環境施策
川崎市環境基本条例

環境基本条例では、環境政策の理念を次のよ
うに定めています

「川崎市環境基本条例」第2条 環境政策の理念

１ 市の環境政策は、市民が安全で健康かつ
快適な環境を享受する権利の実現を図るとと
もに、良好な環境を将来の世代に引き継ぐこ
とを目的として展開するものとする。

２ 市は、市民及び事業者と協力して、環境
資源を適正に管理し、良好な環境を総合的か
つ持続的に創造することにより、現在及び将
来の市民生活の質的向上を図るものとする。

３ 市の施策は、環境政策を基底として、こ
れを最大限に尊重して行うものとする。
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上下水道局環境計画の基本的事項
地球温暖化をはじめとする環境問題については、国全体で対応が求められています。
上下水道局が所管する上下水道事業は、事業活動に伴い電力など多くの資源・エネルギーを消費するとともに、汚泥や建設副産

物など多くの廃棄物を排出しており、地球環境に与える影響は少なくありません。
上下水道事業は、これまでもそれぞれの事業計画において施策体系の柱の一つとして環境対策に取り組んできましたが、地球温

暖化対策に係る市内外の動向や上下水道部門の組織の統合を踏まえて、上下水道局における環境施策を総合的かつ計画的に推進す
るため平成23(2011)年9月に「上下水道局環境計画」を策定し、平成25(2013)年度、平成28(2016)年度と一部見直しを図りながら、
継続して環境に配慮した取組を計画的に進めてきました。

また、「川崎市上下水道ビジョン」及び「川崎市上下水道事業中期計画」の下位計画と位置付け、川崎市の環境関連計画との整
合を図りながら、これまでの環境施策や社会情勢等を踏まえ、改めて基本理念や環境方針、上下水道事業における各取組内容を示
し、令和4(2022)年3月に「上下水道局環境計画（計画期間︓令和4(2022)〜令和7(2025)年度）」を策定し、引き続き環境に配慮した
事業運営を行っていくこととしています。
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基本理念及び環境方針

環境と経済が調和した脱炭素社会、持続可能な循環型社会の構築を目指して、温室効
果ガス排出量の削減や資源・エネルギーの循環促進などに率先して取り組み、環境に配
慮した事業運営を行うことにより、SDGｓの達成や地球環境の保全に貢献し、良好な環
境を将来の世代に引き継ぐ。

基本理念

脱炭素社会の実現 資源・エネルギーの循環促進

健全な水循環・水環境の創出 環境に配慮した行動の促進

基本方針

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

コラム 持続可能な開発目標

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）は平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで
採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された令和１２(２０３０)年までの
国際目標です。持続可能な世界を実現するための１７のゴール等を設定しており、地球上の誰一人として
取り残さないことを誓っています。

9



環境
方針

SDGsの
ゴール

施策の
方向性 取組事項 計画期間(令和4(2022)年度から令和7(2025)年度)

の目標等
令和5(2023)年度

目標等 取組結果 評価※

Ⅰ

脱
炭
素
社
会
の
実
現

１
省エネル
ギー及び
温室効果
ガスの削
減

(１)省エネルギー型
機器の採用 施設･設備の更新に合わせて高効率機器を導入 同左 継続実施

水道
・

工水
・

下水

3

3

3

(２)自然流下方式による
取水・送水・配水

・自然流下を基本とした水道施設の整備を継続
・上流取水の優先的利用を推進 同左 継続実施 水道

工水 3

(３)下水汚泥焼却炉の高温
焼却化と二段燃焼化

入江崎総合スラッジセンター１系焼却炉の再構築に
合わせた高温焼却化と二段燃焼化によりN2Oを削減 同左 １系焼却炉の再構築工事を開始 下水 3

２
再生可能
エネル
ギーの有
効利用

(１)小水力発電の実施
小水力発電設備４基(江ヶ崎･鷺沼･平間･入江崎水処
理センター)の発電によりCO2を削減令和4(2022)年度
における取組結果一覧

同左
小水力発電量
【江ヶ崎】:   540,000kWh/年
【鷺 沼】:   530,000kWh/年
【平 間】:   860,000kWh/年
【入江崎】:     60,000kWh/年
【合 計】:1,990,000kWh/年

継続実施
小水力発電量
【江ヶ崎】︓ 573,840kWh/年
【鷺 沼】︓ 630,060kWh/年
【平 間】︓ 973,772kWh/年
【入江崎】︓ 52,411kWh/年
【合 計】︓2,230,083kWh/年

水道
・

工水
・

下水

2

2

4

(２)太陽光発電システムの
導入と発電の実施

太陽光発電システム３基（長沢浄水場、生田配水池、
入江崎水処理センター）の発電によりCO2を削減

同左
太陽光発電量
【長 沢】:   800,000kWh/年
【生 田】:1,060,000kWh/年
【入江崎】:     80,000kWh/年
【合 計】:1,940,000kWh/年

継続実施
太陽光発電量
【長 沢】:  775,630kWh/年
【生 田】:1,203,242kWh/年
【入江崎】:  127,706kWh/年
【合 計】:2,106,578kWh/年

水道
・

下水

2

1

(３)廃熱発電設備
の導入

入江崎総合スラッジセンター１系焼却炉の再構築に
合わせた廃熱発電設備の導入によりCO2を削減 同左 １系焼却炉の再構築工事を開始 下水 3

３
グリーン
インフラ
の活用

(１)植栽の保全と緑化 上下水道施設における敷地内の植樹管理を行うこと
によるCO2吸収の取組を継続 同左 継続実施

水道
・

工水
・

下水

3

3

3

環境方針及び環境施策の取組（令和5(2023)年度における取組結果一覧）
4つの環境方針の下で、以下のとおり環境施策の方向性を示し、取組事項として掲げる26の施策に取り組んでいます。また、各取組事項の推進

はSDGsの達成につながっていくことから、環境方針とSDGsとの関係を整理しました。（※評価についてはP14を参照。）
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環境
方針

SDGsの
ゴール

施策の
方向性 取組事項 計画期間(令和4(2022)年度から令和7(2025)年度)

の目標等

令和5(2023)年度

目標等 取組結果 評価

Ⅱ

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
促
進

１
廃棄物の
抑制・リ
サイクル

(１)浄水発生土の
有効利用 浄水発生土の有効利用を継続 有効利用率︓100％ 有効利用率︓100％

水道
・

工水

3

3

(２)下水汚泥の有効利用 下水汚泥（焼却灰）の有効利用を継続 有効利用率︓100％ 有効利用率︓98.6％ 下水 3

(３)建設副産物の
リサイクルの推進

工事で発生した建設副産物のリサイクルの推進及び
再生資源材料の工事への積極的な採用 同左 継続実施

水道
・

工水
・

下水

3

3

3

２
資源・エ
ネルギー
の有効利
用

(１)下水汚泥焼却熱を
利用した温水プール

汚泥焼却工程から発生する余熱の入江崎余熱利用
プールにおける有効利用を継続 同左 継続実施 下水 3

(２)高度処理水の
有効利用

川崎ゼロ･エミッション工業団地やせせらぎ水路等
における高度処理水の利用を継続 同左 継続実施 下水 3

環境方針及び環境施策の取組（令和5(2023)年度における取組結果一覧）
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環境
方針

SDGsの
ゴール

施策の
方向性 取組事項 計画期間(令和4(2022)年度から令和7(2025)年度)

の目標等
令和5(2023)年度

目標等 取組結果 評価

Ⅲ

健
全
な
水
循
環
・
水
環
境
の
創
出

１
水資源の
確保・有
効利用

(１)水源の保全
水源地におけるエアレーション装置によりアオコの
異常発生を抑制、しゅんせつを実施して貯水池の有
効貯水容量を維持

同左
相模貯水池のしゅんせつ
150,000㎥/年

継続実施
相模貯水池のしゅんせつ
139,380㎥/年

水道
工水 3

(２)水資源の有効利用の
推進

老朽管の更新や漏水調査を実施し、水資源の有効利
用を推進 同左 継続実施 水道 3

２
良好な水
環境の創
出

(１)下水道の未普及地域
の解消及び
水洗化の促進

登戸土地区画整理地区や河川沿いなどの未普及地域
の解消に向けた下水道の整備及び水洗化を促進 同左 継続実施 下水 3

(２)事業場排水の指導
及び水処理センター
の放流水質の確保

事業場排水指導を実施、水処理センターの良好な放
流水質を維持

同左
放流水の水質基準適合率︓100％

継続実施
放流水の水質基準適合率︓100％ 下水 3

(３)高度処理の推進

等々力水処理センターにおける高度処理化を推進、
入江崎水処理センターにおいて段階的高度処理を導
入
高度処理普及率
令和6(2024)年度目標︓100％

同左
高度処理普及率︓59.3％

継続実施
高度処理普及率︓59.3％ 下水 3

(４)合流式下水道の改善
大師河原ポンプ場の再構築及び六郷遮集幹線の整備
を推進
合流式下水道改善率
令和5(2023)年度目標︓100％

同左
合流式下水道改善率︓100％

継続実施
合流式下水道改善率︓73.5％ 下水 4

環境方針及び環境施策の取組（令和5(2023)年度における取組結果一覧）
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環境
方針

SDGsの
ゴール

施策の
方向性 取組事項 計画期間(令和4(2022)年度から令和7(2025)年度)

の目標等
令和5(2023)年度

目標等 取組結果 評価

Ⅳ

環
境
に
配
慮
し
た
行
動
の
促
進

１
事業活動
における
適正な環
境管理

(１)市役所の率先した
環境配慮の取組

廃棄物の削減、グリーン購入の推進、空調の適正管
理、電動車の導入などを実施

同左
電動車の新規導入︓0台

継続実施
電動車の新規導入︓0台

水道
工水
下水

3

(２)省エネ法に基づくエ
ネルギー管理の取組

省エネ法に基づき、中長期における年平均1％以上
のエネルギー消費原単位を低減 同左 中長期におけるエネルギー消費原

単位︓年平均0.4％増
水道
工水
下水

5

(３)温対法及び温対条例
に基づく温室効果ガ
ス削減の取組

温対条例の温室効果ガス削減目標 令和6(2024)年度
全体︓79,528t-CO2
上下水道事業中期計画の温室効果ガス削減目標
令和7(2025)年度目標
水道・工水︓▲53.3％
（平成25(2013)年度比）
下水︓▲27.7%
（平成25(2013)年度比）

同左
令和5(2022)年度削減割合
水道・工水︓49.1％削減
（2013年度比）
下水︓24.2％削減（2013年度比）

継続実施
温室効果ガス排出量の削減割合
水道・工水︓43.5%削減
(平成25(2013)年度比)
下水︓21.6％削減
（平成25(2013)年度比）

水道
工水
・

下水

4

4

２
環境技術
の研究開
発及び活
用

(１)下水道における環境
技術などの研究開発

温室効果ガス削減、
省エネ・創エネ技術の
研究開発を推進

同左 継続実施 下水 3

(２)世界の水環境改善に
向けた国際事業

かわさき水ビジネスネットワークを通じた「官民連
携による国際展開」の活動と、開発途上国等への職
員派遣や海外からの研修生・視察者の受入れによる
「技術協力による国際貢献」を推進

同左 継続実施 下水 3

3
環境意識
の向上に
向けた取
組の推進

(１)環境計画年次報告書
の公表

上下水道局環境計画に基づく取組の評価を、毎年度、
環境計画年次報告書で公表 同左 継続実施

水道
工水
下水

3

(２)職員の環境意識の
向上

職員の環境意識の向上を図るため、環境関連講習会
や研修などに派遣 同左 継続実施

水道
工水
下水

3

(３)市民の環境学習の推
進と広報活動の充実

広報施設における情報発信、各種イベントでのPRな
どを実施 同左 継続実施

水道
工水
下水

3

環境方針及び環境施策の取組（令和5(2023)年度における取組結果一覧）
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具体的な取組状況
環境計画に掲げた26の取組事項に関する令和5（2023）年度の取組状況について、次のとおり取りまとめました。

凡 例
①取組事項の名称
②取組事項に関連する事業（水道･工水･下水）
③環境計画の計画期間における取組内容の概要
④取組事項の進行管理の指標（数値目標等の計画値、内容）
⑤計画値等に対する令和5(2023)年度の取組結果
⑥⑤の取組結果の評価※P10〜13に記載の評価も下記の通り

・目標を大きく上回って達成
（目標値に対して150％以上） ⇒１

・目標を上回って達成
（目標値に対して105％を超え150％未満） ⇒２

・目標をほぼ達成
（目標値に対して95％以上105％以下） ⇒３

・目標を下回った
（目標値に対して50％を超え95％未満） ⇒４

・目標を大きく下回った
（目標値に対して50％以下） ⇒５

⑦令和6(2024)年度以降の取組内容
⑧写真・図等

○○○○○○

取組概要 進行管理の指標 令和4（2022）度の取組結果
○・・・・・・
○・・・・・・

○・・・・・・

○・・・・・・
○・・・・・・

○・・・・・・

○・・・・・・
○・・・・・・

○・・・・・・

評価

今後の取組
○・・・・・・
○・・・・・・

○・・・・・・

１ ２

３ ４
５

６

７ ８

例
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Ⅰ

省エネルギー及び温室効果ガスの削減

省エネルギー型機器の採用

Ⅰ－１

Ⅰ－１－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇施設・設備の更新や事業所の改
築等に合わせて、高効率の受変電
設備や散気装置、LED照明設備を
採用し、省エネルギー化を図る。

○照明器具をLED照明に更新
○設備の更新に合わせた省エネ
ルギー型設備の導入の推進

〇黒川配水池千代ヶ丘送水ポンプ設備に高効率型の電動機と変圧器を導入
〇黒川配水池の外灯をLED照明に更新
〇加瀬水処理センターの屋外照明をLED照明に更新
○加瀬水処理センターで高効率な散気装置の導入に着手
○等々力水処理センターで高効率型の変圧器の更新工事を継続

評価
水道 3
工水 3
下水 3

今後の取組
〇照明器具をLED照明に更新
〇設備の更新に合わせた省エネルギー型設備の導入の推進
○変圧器は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）
の基準を満たした高効率型（トップランナー変圧器）の導入
〇高効率な散気装置の導入

脱炭素社会の実現

LED照明設備

水道 工水 下水
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自然流下方式による取水・送水・配水Ⅰ－１－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇水道事業及び工業用水道事業に
おける取水・送水・配水地点の地
形高低差を最大限に生かした自然
流下による水道システムにより、
電気使用量の抑制に努める。

〇取水・送水・配水地点の地形
高低差を最大限に活かした自然
流下による水道システムを継続
する。

〇水源の貯水量や水の使用量を考慮し、上流取水を優先とした取水から配水
までの施設の高低差を最大限活用した水運用を行った。
○上流からの取水を優先的に利用する取組を進めるため、水源を共にする５
事業者で連携し、河川管理者との調整を行った。

評価 水道
工水 3

今後の取組
〇自然流下を基本とした水道施設の整備を継続する。
○上流からの取水を優先的に利用する取組の実現に向けて調整を継続
する。

上流取水の優先的利用のイメージ

水道 工水 下水
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下水汚泥焼却炉の高温焼却化と二段燃焼化Ⅰ－１－(３)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇入江崎総合スラッジセンターの
１系焼却炉の再構築に伴い、高温
での焼却と二段燃焼技術を組み合
わせて採用することにより、一酸
化二窒素(N2O)と窒素酸化物(NOx)
の排出量を低減する。

〇１系焼却炉の再構築に伴う高
温焼却化と二段燃焼化を推進

〇１系焼却炉の再構築工事を実施

評価 下水 3

今後の取組
〇1系焼却炉の再構築に伴い、高温（850℃以上）での燃焼と二段燃
焼技術を組み合わせて採用することにより、N2OとNOxの排出量を低
減し、令和9（2027）年度までに約6,500t-CO2の温室効果ガス（令和3
（2021）年度比）の削減を目指す。

焼却物（脱水汚泥）1tあたりのN2O排出量の比較

水道 工水 下水
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再生可能エネルギーの有効利用

小水力発電の実施

Ⅰ－２

Ⅰ－２－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇江ヶ崎制御室、鷺沼配水池及び
平間配水池において、浄水場と配
水池等の高低差を活用した小水力
発電を実施し、再生可能エネル
ギーの有効利用に努める。
〇入江崎水処理センターにおいて、
処理水が流れる水路の落差を活用
した小水力発電を実施し、再生可
能エネルギーの有効利用に努める。

【令和5(2023)年度年間売電量】
＜水道事業＞
・江ヶ崎制御室
540,000kWh/年
・鷺沼配水池
530,000kWh/年

小計 1,070,000kWh/年
＜工業用水道事業＞
・平間調整池
860,000kWh/年
＜合計＞
1,930,000kWh/年
【令和5(2023)年度年間発電量
（自家消費）】
＜下水道事業＞
・入江崎水処理センター
60,000kWh/年

【令和5(2023)年度年間売電量（実績）】
＜水道事業＞ ・江ヶ崎制御室 573,840kWh/年

・鷺沼配水池 630,060kWh/年
小計 1,203,900kWh/年

＜工業用水道事業＞・平間配水池 973,772kWh/年
＜合計＞ 2,177,672kWh/年

【令和5(2023)年度年間発電量（自家消費）】
＜下水道事業＞・入江崎水処理センター 52,411kWh/年
※東系最低流入水量を確保したことにより、発電に必要な西系流入水量が減少した。

評価
水道 2
工水 2

下水 4
今後の取組

〇小水力発電による発電を継続実施
〇入江崎水処理センターにおける小水力発電を継続的に実施し、発電
した電気の全量を施設内で有効利用することにより、CO2排出量の削
減に努める。

水道 工水 下水
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太陽光発電システムの導入と発電の実施Ⅰ－２－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇長沢浄水場、生田配水池及び入
江崎水処理センターで太陽光発電
システムを稼働させ、電力使用に
よるCO２排出量を削減する。

【令和5(2023)年度年間発電量
（自家消費）】
＜水道事業＞
・長沢浄水場 800,000kWh/年
【令和5(2023)年度年間売電量】
＜水道事業＞
・生田配水池 1,060,000kWh/年
【令和5(2023)年度年間発電量
（自家消費）】
＜下水道事業＞
・入江崎水処理センター
108,000kWh/年

【令和5(2023)年度年間発電量（自家消費）】
＜水道事業＞
・長沢浄水場 775,630kWh/年
【令和5(2023)年度年間売電量】
＜水道事業＞
・生田配水池 1,203,242kWh/年
【令和5(2023)年度年間発電量（自家消費）】
＜下水道事業＞
・入江崎水処理センター
127,706kWh/年

評価
水道 2
下水 2

今後の取組
〇長沢浄水場において、太陽光発電システムで発電した電力を自家消
費することで買電電力の消費を抑え、CO2排出量の削減に努める。
○生田配水池において、太陽光発電システムによる発電を継続実施し、
CO2排出量の削減に努める。
〇入江崎水処理センター沈砂池管理棟の屋上部に設置した太陽光発電
システムで発電した電気の全量を施設内で有効利用することにより、
CO2排出量削減に努める。
〇PPAモデルを適用した太陽光発電による再生可能エネルギー電力の
導入に向けた事業を進める。

水道 工水 下水

長沢浄水場 入江崎水処理センター
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廃熱発電設備の導入Ⅰ－２－(３)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇下水汚泥を焼却する際に発生す
る廃熱を活用して、高効率蒸気
タービンによる発電を実施、CO2
排出量を削減する。

〇入江崎総合スラッジセンター
３系焼却炉にB-DASHプロジェク
トにて設置した廃熱発電設備の
自主研究を推進
〇１系焼却炉の再構築における
廃熱発電設備導入を推進

〇３系焼却炉にて未利用廃熱を活用した発電技術の効果を確認する研究を実
施
〇１系焼却炉の再構築工事を実施

評価 下水 3

今後の取組
〇入江崎総合スラッジセンターにおける３系焼却炉にB-DASHプロ
ジェクトにて設置した廃熱発電設備の高効率化及び安定性の確保に向
け自主研究を引き続き進める。
〇１系焼却炉の再構築に合わせ廃熱発電設備を導入し、発電した電気
の全量を施設内で有効利用することにより、CO2排出量の削減に努め
る。

廃熱発電設備のイメージ図

水道 工水 下水
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グリーンインフラの活用

植栽の保全と緑化

Ⅰ－３

Ⅰ－３－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇水道施設、工業用水道施設及び
下水道施設の敷地内に樹木を配置
して適切な植樹管理を行うことに
より、CO2の吸収を図るとともに、
施設の景観の向上やヒートアイラ
ンド現象の緩和に寄与する。

○施設の敷地内について、周辺
の自然環境や景観に配慮しなが
ら、植栽を保全

〇植樹管理業務委託による植栽の適切な管理や職員による剪定・除草作業によって、
植栽の保全が図れ、ヒートアイランド現象の緩和に寄与
○水道施設敷地内の植樹維持管理を実施

評価
水道 3
工水 3
下水 3

今後の取組
〇施設の敷地内において、周辺の自然や景観に配慮しながら、植栽の
適切な保全に取り組み、ヒートアイランド現象の緩和に寄与

水道 工水 下水

長沢浄水場 麻生水処理センター
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Ⅱ

廃棄物の抑制・リサイクル

浄水発生土の有効利用

Ⅱ－１

Ⅱ－１－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇長沢浄水場及び生田浄水場の浄
水処理過程で発生する浄水発生土
を、改良土の原材料やセメント原
料として、100％有効利用する。

〇浄水発生土を100％有効利用 〇浄水発生土の排出量
・長沢浄水場排出量 7352.77ｔ
・生田浄水場排出量 121.55ｔ

○浄水発生土を100％有効利用

評価
水道 3
工水 3

今後の取組
〇浄水発生土有効利用100％の継続実施に努める。

資源・エネルギーの循環促進

改良土プラント

水道 工水 下水
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下水汚泥の有効利用Ⅱ－１－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇入江崎総合スラッジセンターで
は、市内４か所の水処理センター
で発生する下水汚泥を集約し焼却
処理しており、この汚泥焼却灰を
資源として捉え、セメント原料と
して有効利用する。

〇セメント原料として焼却灰を
100%有効利用

〇焼却灰発生量 3,946t
〇焼却灰を98.6%有効利用

評価 下水 3

今後の取組
〇セメント原料として焼却灰の100%有効利用の継続実施に努める。

下水汚泥焼却処理工程から発生する
資源・エネルギーの利活用のイメージ

水道 工水 下水
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建設副産物のリサイクルの推進Ⅱ－１－(３)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇上下水道工事（工業用水道を含
む。）に伴い発生する建設副産物
は、可能な限り再資源化し、工事
資材に積極的に活用する。

○建設副産物を適正に処理し、
再資源化に積極的に取り組む。
○再生資源材料を工事へ積極的
に採用する。

〇工事で発生した建設副産物（アスファルトコンクリート、土砂、砕石）を
再資源化し、再生資源材料を工事へ積極的に採用。

評価
水道 3
工水 3
下水 3

今後の取組
○再生資源材料の工事への積極的な採用の継続実施
〇建設副産物の再資源化の推進

建設副産物リサイクル概念図

水道 工水 下水
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資源・エネルギーの有効利用

下水汚泥焼却熱を利用した温水プール

Ⅱ－２

Ⅱ－２－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇入江崎総合スラッジセンターの
汚泥焼却工程から発生する余熱を、
隣接する入江崎余熱利用プールや
管理棟の空調・給湯設備などの熱
源として利用する。

〇汚泥焼却工程から発生する余
熱の有効利用を実施

〇汚泥焼却工程から発生する余熱の有効利用を実施

評価 下水 3

今後の取組
〇汚泥焼却工程から発生する余熱の有効利用を進める。

水道 工水 下水

入江崎余熱利用プール

25



高度処理水の有効利用Ⅱ－２－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇再生紙を製造する過程に水資源
を有効利用するため、川崎ゼロ・
エミッション工業団地に提供する。
また、下水道の整備により河川と
しての役割を終えた江川をせせら
ぎ水路として整備しており、高度
処理水による水辺環境の回復を図
る。

○川崎ゼロ・エミッション工業
団地、近隣事業者に高度処理水
を提供
○高度処理水を江川せせらぎ水
路へ送水
○高度処理水を機械冷却水等に
使用

○高度処理水を川崎ゼロ・エミッション工業団地、近隣事業者へ提供
○高度処理水を江川せせらぎ水路へ送水
○高度処理水を機械冷却水等へ使用

評価 下水 3

今後の取組
○川崎ゼロ・エミッション工業団地、近隣事業者に高度処理水を提供
〇高度処理水を江川せせらぎ水路に送水
〇高度処理水を機械の冷却水等に利用

江川せせらぎ水路

水道 工水 下水
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Ⅲ

水資源の確保・有効利用

水源の保全

Ⅲ－１

Ⅲ－１－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇神奈川県や他の水道事業体等と
の共同事業として、相模湖及び津
久井湖にエアレーション装置※を
設置し、湖の表層水と深層水を循
環させることにより、富栄養化に
よるアオコの異常発生を抑制する
とともに、相模湖の湖底に堆積し
た土砂のしゅんせつを行い、貯水
容量の回復を図る。

〇相模貯水池のしゅんせつ、エ
アレーション装置の設置などの
水源地保全事業の総合的な取組
により、健全な水循環の確保と
水質保全を図る。
〇令和5(2023)年度目標相模湖貯
水池のしゅんせつ 150,000ｍ3/年

〇相模貯水池のしゅんせつ、エアレーション装置（相模湖８基、津久井湖５
基）、表層部流動化装置（津久井湖４基）、植物浄化施設（津久井湖畔三井
地区、沼本地区）の維持管理を実施し、健全な水循環の確保と水質保全を
図った。
〇相模貯水池のしゅんせつについては、上流からの土砂流入が少なかったた
め、主に運搬距離の長い下流部でしゅんせつを行ったことから作業効率が低
下し、しゅんせつ量は139,380m3/年に落ち着いた。

評価 水道
工水 3

今後の取組
〇神奈川県、他水道事業体等と共同で相模湖及び津久井湖の水源水質
の保全に係る取組を継続実施

健全な水循環・水環境の創出

水道 工水 下水

相模湖のエアレーション 相模湖でのしゅんせつの様子

※エアレーション装置
湖に揚水筒という筒を立て、筒の底から空気を

注入することで大きな泡をつくり、この泡と一緒
に湖底の冷たい水を湖の表面に運ぶことにより、
アオコの発生を防ぐもの
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水資源の有効利用の推進Ⅲ－１－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇水道システムにおけるエネル
ギー消費に伴う大気汚染物質によ
る自然環境への負荷の低減に向け
て、漏水防止計画に基づく適切な
地下漏水調査を実施し、水道管か
らの漏水の早期発見に努める。
〇漏水の予防的対策として、老朽
化した管路を更新する。

〇漏水の予防的対策として、管
路を計画的に更新する。
計画期間(2022〜2025)内の水道
管路更新延長160.0㎞
○輻輳して埋設されている老朽
給水管を解消する。
計画期間(2022〜2025)内の輻輳
老朽給水管対策管路整備延長
11.0㎞

○漏水防止計画に基づき、漏水調査を実施
○老朽化した管路を更新

令和5(2023)年度水道管路更新延長45.9㎞
○輻輳して埋設されている老朽給水管を解消

令和5(2023)年度輻輳老朽給水管対策管路整備延長3.0㎞

評価 水道 3

今後の取組
〇従来は市内を２年で一巡していた漏水調査について、漏水発生確率
の高い区画ほど調査頻度を高める運用を継続し、漏水調査作業の効率
性を向上
〇漏水を未然に予防するために、経年化が進行した配水管の更新と輻
輳して埋設されている老朽給水管の解消を計画的に実施

漏水調査の様子

水道 工水 下水
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良好な水環境の創出

下水道の未普及地域の解消及び水洗化の促進

Ⅲ－２

Ⅲ－２－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇快適な生活と良好な環境のため、
未普及地域や未水洗化家屋の解消
を推進し、現在、市内のほとんど
の地域で下水道を利用できるよう
になり、河川や海域の水質が改善
されているが、未水洗化家屋には
引き続き、戸別訪問や広報活動に
より、水洗化を促進する。

〇下水道未普及地域の解消と未
水洗化家屋の解消の継続実施

〇下水道未普及地域の整備実施（登戸土地区画整理地区ほか）
○令和5(2023)年度末の下水道処理人口普及率︓99.5％
○令和5(2023)年度末の水洗化率︓99.7％

評価 下水 3

今後の取組
〇未整備地区の下水道整備の推進に向けて、関係機関との継続的な協
議・調整を進め、未普及地域や未水洗化家屋の解消に向けた取組の推
進

水道 工水 下水

下水道処理人口普及率と河川水質の推移

※

※BODとは、水の汚れを表す指標で、一般的に
数値が大きいほど水が汚れており、数値が小さ
いほどきれいな水であるといえる。
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事業場排水の指導及び水処理センターの放流水質の確保Ⅲ－２－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇水処理センターで処理できない
有害物質等を使用する事業場など、
下水道への排水を監視する必要の
ある事業場に対して立入調査を行
い、排水指導を継続して実施する。
〇適正な水処理が実施できるよう、
処理過程の段階ごとに必要な水質
検査を定期的に行い、良好できれ
いな水を継続して川や海に返す。

〇事業場排水指導の適切な実施
〇放流水の水質基準適合率
100％

〇立入調査による適切な排水指導により、水質基準を超過する排水の未然防
止に貢献
〇水処理センターの適正な水質管理により、放流水の水質基準適合率の年度
目標を達成

評価 下水 3

今後の取組
〇下水道への排水について監視する必要のある事業場に対して立入調
査を実施
〇水処理センターでの適正な水質管理による放流水の水質基準適合率
100％を維持

事業場排水採水状況

水道 工水 下水

水質検査実施状況
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高度処理の推進Ⅲ－２－(３)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇閉鎖性水域である東京湾におけ
る環境基準の達成・維持や富栄養
化対策として、「東京湾流域別下
水道整備総合計画※」に基づき、
高度処理施設の導入を進める。

〇令和5年度末高度処理普及率
59.3％（目標）

○令和5年度末高度処理普及率59.3％
○等々力水処理センター高度処理事業の推進
〇入江崎水処理センター東系施設への段階的高度処理の導入の推進

評価 下水 3

今後の取組
〇等々力水処理センターにおける流量調整池の整備・既設反応タンク
の改造・脱窒ろ過池の整備
〇入江崎水処理センター東系施設への段階的高度処理の導入

等々力水処理センターにおける高度処理事業

水道 工水 下水

※東京湾の水質環境基準を達成維持することを目
的とした下水道法に基づく計画で、本市の下水道
計画の上位計画に当たるもの
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合流式下水道の改善Ⅲ－２－(４)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇合流式下水道は、雨天時に雨水
と汚水が混合した下水の一部が、
未処理のままポンプ場や雨水吐き
口から公共用水域に放流される仕
組となっていることから、水質汚
濁や衛生学的な安全性が課題と
なっている。これらの課題を解決
するため、過年度から遮集管の増
強、貯留管・滞水池の設置・合流
改善スクリーンなどの設置を実施
しており、引き続き取組を推進す
る。

〇令和5年度末合流式下水道改
善率100％（目標）

○令和5年度末合流式下水道改善率73.5％
○六郷遮集幹線の整備の推進
〇大師河原ポンプ場の改築の推進
※六郷遮集幹線の整備については、想定外の地中埋設物の調査および撤去作
業等に時間を要した結果、令和５年度の完成が達成できなかった。

評価 下水 4

今後の取組
〇六郷遮集幹線の整備

合流式下水道の改善イメージ

水道 工水 下水

（ただし遅れが発生して下回った、という事情。）
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Ⅳ

事業活動における適正な環境管理

市役所の率先した環境配慮の取組

Ⅳ－１

Ⅳ－１－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇「川崎市地球温暖化対策推進基
本計画」の基本的方向の一つであ
る「市役所が自ら率先して脱炭素
化にチャレンジしているまち」に
基づき、事業活動に伴う温室効果
ガス排出量を削減する取組を実施
する。

〇廃棄物の削減・リサイクルを
実施
〇グリーン購入の推進
〇不要な照明の消灯・OA機器の
省電力設定、冷暖房の温度設定
の維持
〇電動車※の新規導入:0台

〇廃棄物の削減・リサイクルを実施
〇グリーン購入の推進
〇不要な照明の消灯・OA機器の省電力設定、冷暖房の温度設定の維持
〇電動車の新規導入:0台

評価
水道
工水
下水

3

今後の取組
〇廃棄物の削減・リサイクルの継続実施
〇グリーン購入の推進
〇不要な照明の消灯・OA機器の省電力設定、冷暖房の温度設定の維
持
〇令和12（2030）年度までに公用車の温室効果ガス排出量の平成25
（2013）年度比28％削減に向けて、公用乗用車を代替時期に合わせ
て、全て電動車に入れ替えるとともに、乗用車以外の車種についても、
市場への投入状況等を踏まえて電動車への入れ替えに向けた取組を進
める。

環境に配慮した行動の促進

水道 工水 下水

※電動車
電気自動車(EV)、ハイブリッド車
(HV)、プラグインハイブリッド車
(PHV)、燃料電池自動車(FCV)

乗用車の
車両総数

乗用車の車両総数
のうち電動車数

乗用車の
電動車導入率

実績値
令和3(2021)年度 33台 20台 60.6%

令和4(2022)年度 33台 26台 78.8%

令和5(2023)年度 33台 26台 78.8%

令和6(2024)年度 34台（予定） 27台（予定）
令和7(2025)年度 37台（予定） 31台（予定）
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省エネ法に基づくエネルギー管理の取組Ⅳ－１－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇省エネ法に基づき、上下水道局
全体でのエネルギー使用量の把握
及び適正管理を実施し、中長期に
おける年平均１％以上のエネル
ギー消費原単位※の低減を目指す。

○上下水道局全体で中長期にお
ける年平均約1％以上のエネル
ギー消費原単位の低減
○令和4(2022)年度エネルギー
消費原単位
・浄水場等(水道)︓

0.01698kl/千m3
・浄水場等(工水)︓

0.02544kl/千m3
・水処理センター等（下水）︓

0.09495kl/千m3
・スラッジセンター（下水）︓

1.906kl/10t

〇令和5(2023)年度エネルギー消費原単位
・浄水場等(水道)︓0.01709kl/千m3
・浄水場等(工水)︓0.0224kl/千m3
・水処理センター等(下水)︓0.09637kl/千m3
・スラッジセンター（下水）︓1.909kl/10ｔ
〇中長期におけるエネルギー消費原単位
0.4%増
※令和3年度報告分から水処理センター等（下水）に係る原単位の見直しを行
い、水処理センター等とスラッジセンターに分けて算出している。

評価
水道
工水
下水

5

今後の取組
〇中長期における年平均約1％以上のエネルギー消費原単位の低減を
目指し、省エネルギー対策への取組を引き続き推進

水道 工水 下水

0.0
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0.2

1.5

2.0

R1 R2 R3 R4 R5

スラッジセンター（下水）(kl/10t)

水処理センター等（下水）(kl/千㎥)
浄水場等（工水）(kl/千㎥)
浄水場等（水道）(kl/千㎥)

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単

エネルギー消費原単位の推移

※エネルギー消費原単位
エネルギー使用量をエネルギー消費と関連
のある量で除した値でエネルギー消費効率
を比較するための単位

34



温対法及び温対条例に基づく温室効果ガス削減の取組Ⅳ－１－(３)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇温対法及び温対条例に基づく事
業者単位での温室効果ガス排出量
の削減に努める。

〇温対条例の温室効果ガス削減目
標
令和6(2024)年度
全体︓79,528t-CO2
〇川崎市上下水道事業中期計画の
温室効果ガス削減目標
令和5(2023)年度削減割合
水道・工水︓49.1％削減
（2013年度比）
下水︓24.2％削減（2013年度比）

〇温室効果ガス削減に向けた取組を実施
〇温室効果ガス排出量
全体 ︓85,099t-CO2
水道・工水︓11,451t-CO2(43.5%削減)(2013年度比)
下水 ︓73,648t-CO2(21.6%削減)(2013年度比)

評価
水道
工水 4

下水 4

今後の取組
〇上下水道局全体での温室効果ガス削減に向けた取組を実施

水道 工水 下水

温室効果ガス排出量の推移
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水道・工業用水道事業 下水道事業 全体

R7目標
27.7%
削減

R7目標
53.3%
削減
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環境技術の研究開発及び活用

下水道における環境技術などの研究開発

Ⅳ－２

Ⅳ－２－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇下水道施設へ導入可能な新技術
等の研究開発を推進する。

〇汚泥焼却工程における温室効
果ガス排出量の削減に関する技
術開発
〇汚泥焼却工程における未利用
廃熱を活用した発電に関する技
術開発
〇下水処理施設における省エネ
化に資する施設運転改善に関す
る研究
〇水処理工程で排出された温室
効果ガスの削減に関する調査研
究

〇入江崎総合スラッジセンター焼却炉において、一酸化二窒素と窒素酸化物を削減
する技術の効果を確認する研究を実施
〇入江崎総合スラッジセンター焼却炉において、未利用廃熱を活用した発電技術の
効果を確認する研究を実施
〇入江崎水処理センター西系・等々力水処理センターにおいて、省エネ化に資する
施設運転改善に関する調査研究を実施
○麻生水処理センター・加瀬水処理センターにおいて、水処理工程で排出された温
室効果ガスの実態把握に関する調査研究を実施

評価 下水 3

今後の取組
〇汚泥焼却工程における温室効果ガス排出量の削減に関する技術開発
〇汚泥焼却工程における未利用廃熱を活用した発電に関する技術開発
〇水処理施設における省エネ化に資する施設運転改善に関する研究
〇水処理工程で排出された温室効果ガスの削減に関する調査研究

水道 工水 下水

一酸化二窒素と窒素酸化物を削減する技術の試験設備
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世界の水環境改善に向けた国際事業Ⅳ－２－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇民間企業と本市が連携し、関係省
庁・団体の協力を得ながら水ビジネ
スを推進するプラットフォーム「か
わさき水ビジネスネットワーク(か
わビズネット)」を通じて、「官民
連携による国際展開」活動を推進す
る。
〇独立行政法人国際協力機構
（JICA）等と連携し、開発途上国
等への職員派遣や、羽田空港から近
い立地である特性を生かした、海外
からの研修生や視察者の受入れによ
り、「技術協力による国際貢献」を
行う。

○かわビズネットを通
じた官民連携による国
際展開の推進
〇開発途上国等への職
員派遣及び海外からの
研修生や視察者の受入
れ等の技術協力の推進

〇かわビズネット会員によるJICA調査事業への協力
〇かわビズネット会員による海外展開スキームへの応募支援
〇かわビズネット総会及び会員に向けたオンラインセミナー開催等による情報発信
〇川崎国際環境技術展による水環境技術のPR
〇長沢浄水場、入江崎水処理センターの広報施設を活用したかわビズネットのPR
○ラオスにおけるJICA技術協力プロジェクトへの職員派遣（長期専門家1名、短期専門家1名）
○インドネシア・マカッサル市におけるJICA草の根技術協力事業の実施（職員20名の派遣）
〇インドネシア・バンドン市におけるJICA草の根技術協力事業の実施（職員22名の派遣）
〇海外からの研修生・視察者の受入れ（17か国・地域、89名）

評価
水道
工水
下水

3

今後の取組
〇かわビズネット会員のJICA調査事業等への協力
○かわビズネット会員向けセミナーの開催及び展示会等での水環境技術のPR
○ラオスにおけるJICA技術協力プロジェクト等への専門家派遣
〇インドネシア（マカッサル市、バンドン市）におけるJICA草の根技術協力事
業の推進
〇海外からの研修生・視察者の受入れ

水道 工水 下水

JICA草の根技術協力事業
（左︓マカッサル市、右︓バンドン市）
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環境意識の向上に向けた取組の推進

環境計画年次報告書の公表

Ⅳ－３

Ⅳ－３－(１)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇環境保全の取組状況や環境会計
を市民の皆様にお知らせするため
に、環境計画年次報告書を作成・
公表する。

〇環境計画年次報告書の作成・
公表

〇令和5(2023)年12月に、上下水道局環境計画年次報告書 令和4(2022)年度版を作成・
公表

評価
水道
工水
下水

3

今後の取組
〇上下水道局環境計画年次報告書の作成・公表を継続実施

水道 工水 下水

環境計画年次報告書
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職員の環境意識の向上Ⅳ－３－(２)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇環境計画年次報告書の公表、広
報活動を通じて、環境施策に係る
取組を局内で共有し、職員の環境
意識の向上を図る。
〇職員研修の一環として、水道・
下水道に関する研究発表会を開催
し、環境技術の研究開発について
職員が発表・聴講する場を設ける。
〇新規採用職員研修において、環
境に関する科目を盛り込み、知識
の習得及び意識の向上を図るとと
もに、講習会や研修等に職員を積
極的に派遣する。

○水道・下水道分野の環境技術
の研究開発等について職員が発
表・聴講する場である研究発表
会を開催
○新規採用職員研修などの局研
修において、環境関係の講義を
実施
○環境に関する講習会に職員を
積極的に派遣

○水道・下水道分野の環境技術の研究開発等について職員が発表・聴講する
場である研究発表会を開催し、環境に配慮した取組について発表
○新規採用職員研修において、環境関係の講義を実施
○環境に関する講習会に職員を派遣

評価
水道
工水
下水

3

今後の取組
○水道・下水道分野の環境技術の研究開発等について職員が発表・聴
講する場である研究発表会を継続して開催

○環境に関する科目を盛り込んだ新規採用職員研修を実施

○各種派遣研修における環境に関する講習会に職員を積極的に派遣

水道 工水 下水

新規採用職員研修（講義）
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市民の環境学習の推進と広報活動の充実Ⅳ－３－(３)

取組概要 進行管理の指標 令和5(2023)年度の取組結果
〇小学4年生の社会科学習に係る
副読本の発行・電子化（令和６年
度運用開始）・上下水道出前教室
の実施、小学生を対象とした作品
コンクールの開催、市民や主に小
学生を対象とした上下水道広報施
設の見学等による環境学習の推進
○イベント、広報紙、上下水道局
のウェブサイト等における環境施
策についての積極的な情報提供

○上下水道出前教室及び環境学
習の充実
○長沢浄水場広報施設及び入江
崎水処理センター広報施設の運
営
○効果的な情報提供及びPRに向
けた取組

○副読本の更新、配布及び電子化（令和６年度運用開始）
○小学生を対象とした作品コンクールの開催
○長沢浄水場広報施設（水とかがやく未来館）及び入江崎水処理センター広
報施設（ワクワクアクア）の運営
○川崎国際環境技術展等のイベントで、上下水道局による環境への貢献に向
けた取組の積極的なPR

評価
水道
工水
下水

3

今後の取組
○電子化した副読本の運用及び上下水道出前教室の実施
○小学生を対象とした作品コンクールの開催
○長沢浄水場広報施設及び入江崎水処理センター広報施設の運営
○市民を対象とした山北町との交流事業の実施
○みずみずフェア等のイベントにおける環境施策についての積極的な
情報提供

水道 工水 下水

長沢浄水場広報施設
(水とかがやく未来館)

入江崎水処理センター広報施設
（ワクワクアクア）
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計 135,832,704 127,223,266 125,551,592 123,753,801

26,070,355 27,813,540 27,590,059 26,206,295

94,706,581

28,097,344

128,147,537 129,495,258 129,401,267 126,326,940

101,139,544 100,665,238 100,799,432 99,163,008

水道・工

業用水道

施設

36,778,658 27,872,646 27,712,256

下水道施

設
98,112,283 98,351,158 96,839,769

1,011,776 957,637

上下水道施設 134,890,941 126,223,804 124,552,025 122,803,925 127,209,899 128,478,778 128,389,491 125,369,303

令和元(2019)

年度

令和2(2020)

年度

令和3(2021)

年度

令和4(2022)

年度

執務室 941,763 999,462 999,567 949,876

区　　分
平成27(2015)

年度

平成28(2016)

年度

平成29(2017)

年度

平成30(2018)

年度

937,638 1,016,480

125,640,342

令和5(2023)

年度

842,353

124,797,989

23,449,593

101,348,396

上下水道局における電気使用量の推移
上下水道局が所管する上下水道事業は、市民や事業者の生活や経済活動を支えている重要なインフラシステムであり、24時間

365日稼働していることから、多大な電力が必要であり、電気使用量は令和5(2023)年度において市役所全体の約4割を占めていま
す。

電気使用量の推移は平成27(2015)年度以降、執務室、水道・工業用水道施設及び下水道施設ではほぼ横ばいにあります。令和
5(2023)年度については、令和4(2022)年度と比較してやや減少しました。なお、平成28(2016)年度の水道・工業用水道施設で大きく
減少しているのは、生田浄水場の水道事業における浄水場機能を廃止したためです。

年度別・区分別電気使用量
（単位︓kWh）
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上下水道局における電気使用量の推移
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事業活動における物質フロー

上下水道事業は、自然からの恵みの水を、安
全で安心な水道水として市民、企業の皆様に供
給するとともに、私たちの日々のくらしの中で
生じた汚れた水を、きれいな水に戻して自然に
返すという、「自然と都市における水循環シス
テム」として、重要な役割を担っています。

相模湖や津久井湖などから取
水した水は、浄水場において浄
水処理され、配水管・給水管を
通して、市民、企業の皆様へ届
けています。

その後、家庭などから排出さ
れた汚水は、下水管を通して水
処理センターへ送られ、きれい
な水に処理した後、川や海に放
流しています。

この図は、上下水道局の事業
全体における主な環境負荷の状
況を示したものです。
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水道事業ガイドライン指標
「水道事業ガイドライン」は、公益社団法人日本水道協会が制定した規格（平成28(2016)年3月規格改正）です。
このガイドラインは、水道事業全般を対象とし、水道事業の定量化によるサービス水準の向上のために制定され、水道事業の目

的やマネジメントの指針、業務指標等について示しています。
ガイドラインの中には119項目の業務指標が掲載されていますが、ここでは、環境に関係する業務指標を掲載しています。（こ

れ以外の業務指標は、上下水道局ウェブサイトで公表しています。）
なお、業務指標は水道事業のみを対象としています。

■配水量１ｍ3当たり電力消費量
配水量１ｍ3当たり

電力消費量
（kWh/m3）

＝ 電力使用量の合計(kWh)

年間配水量(m3)

【指標の解説】
地球環境保全への取組が求められる中、電力使用量は水道事業のエネルギー消費に占める割合が大きく、経年的に

比較することで、環境保全への取り組み度合を見る指標のひとつとして利用できます。
【大都市事業体平均との比較】

本市は、大都市事業体（18都市）の中で、2番目に電力使用量の少ない都市です（令和3(2021)年度）。
これは、地形の高低差を最大限に生かした「自然流下方式」による水の流れを形成していることによるものです。

■配水量１ｍ3当たりCO2排出量

配水量１ｍ3当たり
二酸化炭素（CO2）排出量

（g・CO2/m3）
＝ 二酸化炭素（CO2）排出量（g・CO2）

年間配水量(m3)
× 106

【指標の解説】
温室効果ガスの中で地球温暖化に最も影響のあるCO２排出量は、環境対策の指標として代表的な項目です。この指標を

経年的に比較することで、環境負荷の低減を見る指標のひとつとして利用できます。
【大都市事業体平均との比較】

本市は、大都市事業体（18都市）の中で、2番目に環境負荷の少ない都市です（令和3(2021)年度）。
これは、「配水量1m3当たり電力消費量」と同様に「自然流下方式」による水の流れを形成していることによるもので

す。※注 大都市事業体とは、本市、東京都及び同数値を公表している18政令指定都市を対象としています。
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費 用 （百万円） 構成比

1,564 9.4 %

3,296 19.8 %

 通常の処理に要する費用 2,806 16.9 %

 高度処理に要する費用 490 2.9 %

2,561 15.4 %

9,090 54.5 %

148 0.9 %

16,659 100.0 %

 施設の減価償却費等

 工場等からの排水規制業務に要する費用

合　　計

区　　分

 汚水を水処理センターに運ぶ費用

 汚水を処理する費用

 汚泥処理に要する費用

汚水処理費
211億円

雨水処理費
105億円

汚水処理に直接
要する費用

166億円

その他 34億円

管理運営費用 汚水処理費用

3
1
8
億
円

支払利息等 11億円

その他 2億円

負荷量
（ｔ）

濃　度
（mg/ℓ）

負荷量
（ｔ）

濃　度
（mg/ℓ）

31,784 180 1,024 5.8 97

17,461 99 1,577 8.9 91

25,849 150 386 2.2 99

6,047 34 2,237 13 63

615 3.5 140 0.80 77

※ Ｂ Ｏ Ｄ ：

※ Ｃ Ｏ Ｄ ：

※ Ｓ Ｓ ：
※ 全 窒 素 ：

※ 全 り ん ：

アンモニウム態窒素などの無機態窒素と、タンパク質などに起因する有機態窒素の

総量。富栄養化の目安になる。
りん酸やその化合物に含まれるりんの総量。富栄養化の目安になる。

ＳＳ

全窒素

全りん

有機物による汚れの度合いを表す指標。水中の有機物が微生物により分解される時
に消費される酸素の量。

有機物による汚れの度合いを表す指標。水中の有機物などを酸化剤で酸化する時に
消費される酸素の量。

水中に浮遊している粒子状物質の量。

ＣＯＤ

物質名※
流入汚水 処理水

除去率
（%）

ＢＯＤ

汚水処理による汚れの除去

汚水処理費用と効果
下水道施設を維持・管理する管理運営費のうち、下水道使用料として負担していただいている汚水の処理に要する費用の内訳と、

それによる環境保全効果をまとめたものです。令和5(2023)年度の汚水処理経費のうち、管きょを維持管理する費用やポンプ場・
処理場を運転する費用など、汚水をきれいにするために直接かかった費用は約166億円となりました。

《水処理センターにおける流入水と放流水》

水処理センターに
流入する下水

川や海に放流
される処理水

流入水 放流水
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環境会計（令和５(2023)年度決算版）
環境会計とは、環境保全への取組を定量的に評価する枠組みの一つであり、取組をより効率的で効果の高いものにしていくため

の経営管理上の分析手段となります。
環境会計を作成することによって、環境保全への取組の状況をお知らせするとともに、職員の環境意識向上を図り効果的な環境

施策を実施し、今後の事業運営に反映させていくことを目的としています。
■環境保全コスト

事業活動における環境負荷を抑制することを目的とした投資及び費用
分類 取組概要 投資 費用

1 事業エリア内コスト 14 21,187,766

内

訳

(1) 公害防止
汚泥焼却施設の排ガス対策

0 614,564下水道施設の臭気対策

(2) 地球環境保全
水源地建設改良・保全事業

0 84,595小水力発電、太陽光発電

(3) 資源循環
水道メーターの再利用 14

18,634,346処理水の有効利用

(4) 漏水防止
漏水修理工事

0 1,854,261漏水調査

2 上・下流コスト※ エコケーブルの使用 0 3,710

3 管理活動コスト
水質監視業務

17,970 218,395施設の緑化・植樹管理

4 社会活動コスト
広報物・各種イベントの開催 0

121,210江川せせらぎ

合計 17,984 21,531,081

※上・下流コストとは、事業エリアに
財・サービスを投入する前の領域（上流
域）及び財・サービスを産出・排出した
あとの領域（下流）で発生する環境負荷
を抑制する取組のためのコスト

（単位︓千円）
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環境会計（令和５(2023)年度決算版）
■環境保全対策に伴う経済効果

環境保全対策の実施により、得られた収益、回避できた費用を金額に換算して算出

主な経済効果の内容 効果額

収益
再生水の供給による料金収入

124,131鉄くず等不用品売却

費用削減
漏水防止対策

912,252再生可能エネルギーの有効利用

【注】 １ 金額は消費税抜きであり、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の合算値です。
２ 経済効果の算出方法は、推定的効果も含みます。
３ 人件費は含んでいません。

（単位︓千円）

■環境負荷低減効果
環境保全コストに計上した取組による主な低減効果

主な取組内容 削減量

汚泥焼却炉の排ガス制御、燃焼効率の向上 硫黄酸化物
（Sox） 486

再生可能エネルギーの有効利用 二酸化炭素
（CO2） 2,179汚泥焼却余熱の利用

（単位︓t）

●社会情勢などを踏まえた上で算出項目等を精査し、平成30(2018)年度決算版環境会計から、本ページの構成も併せて見直しを図りました。
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